
2024年度「公益社団法人スポーツ安全協会スポーツ普及奨励助成事業」 
 

滋賀県育成センター（以下、DC）は、「滋賀からJAPANを」を合言葉に、（公財）日本バス

ケットボール協会（以下、JBA）の趣旨に基づいて、選手を育成する環境を提供し、高いレベル

でみなさんの技術等を向上させることを目的としています。 

「U14カテゴリー」は、U13（新中１）・U14（新中２）が一緒に活動します。 
 

 「滋賀からJAPANを」 
 

 次の（１）～（４）の内容をすべて満たす選手 

    （１）2024年度新中学１年生、新中学２年生で、

をしている選手 

（２）居住地・学校所在地・活動場所のいずれかが、滋賀県内であること 

（３）原則として、DCの活動を優先できること 

          （ただし、学校行事・近畿全国レベルの公式大会前日・当日での欠席を除く） 

        ＊定期テスト前後も練習会はあるので、参加できること。 

＊けがで運動ができないときも練習会を見学し、参加できること。 

     （４）参加同意書の提出があった選手 
 

   男女各20人程度（年度途中の追加の可能性あり） 
 

 （一社）滋賀県バスケットボール協会ユース育成委員会が任命 
 

 個の育成を主眼とするため、オフェンス・ディフェンス・トランジションにお

けるファンダメンタルの技術、プレーの習得 
 

   ＊原則として、第４土曜日の半日で行いますが、2024年度は次の日程で行う予定です。 

   ＊予定日以外にも、交流試合を組む可能性があります。特に１～３月。 

   ＊3/2(日) 近畿U14交流会（男子：和歌山県、女子：大阪府）が予定されています。 

   ＊近畿U15DC（奈良県）・・・コーチ・マネージャーのみ 
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 １回あたり1,000円を徴収する（2024年度より改定）。 

別途、スポーツ安全保険料を徴収する。 
 

 

＊トライアウトを実施し、選手選考をする。 

＊県内の大会等の視察から、スタッフ推薦で選手選考をする場合がある。 

＊どちらの場合であっても、選手本人の参加意思を確認する。 

＊追加トライアウトを実施する場合がある。 
 

・本事業で撮影した動画および静止画の肖像権は(一社)滋賀県バスケットボール協会に

帰属します。 

・本事業の活動中・移動中における事故･けが・盗難・傷害、その他の事故についての 

補償は、加入する保険の範囲内とします。 

・マルファン症候群またはその類縁疾患の診断がある、もしくはその可能性がある場合、 

医師との協議を必須としており、その結果、参加が認められないこともあります。 

（詳細は、ホームページを参照のこと） 


